
 

岡山県生物科学研究所アルバイト 

募集案内 
 

令和７年１１月４日 
 
                         岡山県農林水産総合センター生物科学研究所 
                         〒716-1241 加賀郡吉備中央町吉川7549－1 
                         直通電話0866－56－9450 
 
岡山県農林水産総合センター生物科学研究所では、アルバイトを下記のとおり募集します。 

 
記 

 
１ 勤務場所、任用期間、業務内容、応募資格等 
（１）勤務場所 

岡山県農林水産総合センター生物科学研究所（加賀郡吉備中央町吉川7549－1） 
（２）採用予定人数 

１名 
（３）任用期間 

採用の日から令和８年３月３１日まで 
※任用期間の満了をもって退職となります。 
※任用期間満了後、同一の職が設置される場合は、能力実証を行った上で、再度任用される場合
があります。 

（４）業務内容 
・ 植物の栽培管理（水やり等）に関する補助業務。 
・ 実験に係る試薬調製に関する補助業務。 
・ パソコンを使ったデータ整理その他補助業務。 
・ 上記に付随する業務を主導する職員の補助等。 

（５）応募資格 
地方公務員法第１６条の欠格条項に該当しない者（次に該当しない者） 
・ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 

・ 岡山県職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

 
２ 勤務条件、報酬等 
（１）勤務日及び勤務時間 
   毎週月曜日から金曜日の８時３０分から１７時１５分まで（うち休憩時間６０分） 

※勤務時間は１日５時間、勤務日数は月１３日以内となるよう割り振ります（公務の都合により、
他の勤務日及び勤務時間に振り替えることがあります）。 

（２）週休日 
勤務が割り振られていない日とします。 

（３）年次休暇（有給） 
法定通りに付与されます。 

（４）報酬等 
基本報酬：日額５，８２０円（令和７年１１月現在） 

   通勤に要する費用：勤務日数に応じて日額で支給 
（５）社会保険等 

雇用保険、共済保険（短期福祉）、厚生年金保険は適用されません。 
公務上又は通勤中の災害については、労働者災害補償保険あるいは公務災害補償に準じた補償が

適用されます。 
（６）その他 

地方公務員法に定められた服務に関する規定（服務の宣誓、法令等及び上司の職務上の命令に従
う義務、信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、職務に専念する義務、政治的行為の制限等）が適
用され、違反した場合は懲戒処分の対象となります。 
営利企業への従事等の制限は適用されないため、副業等は禁止されませんが、他の仕事との兼業

 



 

（他の会計年度任用職員への任用、営利企業への従事等）を行う可能性がある場合は、事前にその
旨を申し出てください。公正な職務遂行に対する疑惑や不信を招くおそれがある場合や、公務に支
障を来すような長時間労働となる場合は、一定の制限を課すことがあります。 

 
３ 受験申込みの受付 
（１）受付期間 令和７年１１月４日（火）から令和７年１１月２８日（金）まで 

郵送の場合は、１１月２８日（金）必着。 
封筒の表に「アルバイト応募」と朱書きしてください。なお、郵送事故が発生した場 
合の責任は負いません（簡易書留扱いが望ましい）。 

（２）受付時間 ８時３０分から１７時まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く） 
（３）受付場所 〒716-1241  加賀郡吉備中央町吉川7549－1 

岡山県農林水産総合センター生物科学研究所 
（４）提出書類 履歴書（別紙様式）、学歴・職歴確認書（別紙様式） 
（５）注意事項 他の仕事との兼業（他の会計年度任用職員への任用、営利企業への従事等）を行う可

能性がある場合は、事前にその旨を申し出てください。公正な職務遂行に対する疑惑
や不信を招くおそれがある場合や、公務に支障を来すような長時間労働となる場合
は、一定の制限を課すことがあります。 

 
４ 採用試験 
（１）試験日時 令和７年１１月４日（火）以降の指定する日時。（別途連絡します） 
（２）試験会場 加賀郡吉備中央町吉川7549－1岡山県農林水産総合センター生物科学研究所 
（３）試験内容 面接（業務遂行能力、人柄等に関する口述試験） 
（４）必要な物 筆記用具を持参してください。 
（５）合否決定 一定の基準に達しない場合は不合格とします。 
（６）合格発表 合格、不合格にかかわらず、郵送で通知します。 
（７）そ の 他 試験の結果については、岡山県個人情報保護条例により、簡易な方法による開示を請 

求できます。 
 


